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報 告 第 １ 号   

平成２９年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団事業報告について 

平成２９年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団事業について定款第３８条第２項の規定

により別記のとおり報告する。 

平成３０年６月２２日提出 

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団 

                         理 事 長   奥 田  利 男 

報１



議 案 第 １ 号   

平成２９年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団社会福祉事業区分及び公益事業 

区分決算報告について   

平成２９年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団社会福祉事業区分及び公益事業区分決算

について別記のとおり報告するので，定款第３８条第２項の規定により評議員会の承認を求

める。 

平成３０年６月２２日提出 

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団 

                         理 事 長   奥 田  利 男 

理 由 

社会福祉法第４５条の３０第２項の規定に基づき，決算報告については定時評議員会の承

認を受けなければならないため。 

議１



報 告 第 ２ 号   

平成２９年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団事業報告及び決算の監査報告に 

ついて 

平成２９年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団事業報告及び決算の監査を行ったので，

別記のとおり報告する。 

平成３０年６月２２日提出 

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団 

                             理 事 長   奥 田  利 男 

報２



議 案 第 ２ 号   

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員等の報酬に関する規則の一部を改正する 

規則の制定について 

 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員等の報酬に関する規則の一部を改正する規則を別

記のとおり制定したいので，評議員会運営規則第１７条第１項第３号により評議員会の決議

を求める。 

平成３０年６月２２日提出 

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団 

                              理 事 長   奥 田  利 男 

理 由 

常勤役員以外の役員に支給する報酬の対象に評議員を加えるため。 

議２



社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員等の報酬に関する規則の一部を改正する 

規則 

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員等の報酬に関する規則の一部を次のように改正す

る。 

別表第２中「常勤役員以外の役員」を「常勤役員以外の役員等」に改める。 

   附 則 

 この規則は，平成３０年６月２２日から施行する。 

議２－２



議案第２号別紙 

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員等の報酬に関する規則の一部を改正する規則（案） 新旧対照表 

（下線部は改正箇所を示す。） 

改正前 改正後 

   付 則 

 この規則は，平成２９年４月２８日から施行し，平成２９年４月１日か

ら適用する。 

別表第２ 

役員等の区分 日額報酬額 

常勤役員以外の役員 １人につき １０，７００円 

   附 則 

 この規則は，平成２９年４月２８日から施行し，平成２９年４月１日か

ら適用する。 

 この規則は，平成３０年６月２２日から施行する。 

別表第２ 

役員等の区分 日額報酬額 

常勤役員以外の役員等 １人につき １０，７００円 


